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１．製品の対応について

特定保守製品であること
の説明追記

追記

取扱説明書の変更



１．製品の対応について

法定点検制度に関する説明と点検のお願い、所有者登録のしかた



１．製品の対応について

設計標準使用期間の設定について



１．製品の対応について
法定点検に関するお知らせと日常のお手入れのお願い



所有者票の添付
袋に入れ前面パネルにテープ貼り



工事説明書の変更内容



本体への消安法ラベル貼りつけ本体への消安法ラベル貼りつけ



本体への消安法ラベル貼りつけ本体への消安法ラベル貼りつけ



梱包箱への表示内容

【梱包箱側面】

特定保守製品

上記「特定保守製品」であることを、型式印刷面に追記

０９０４０１

２００９年４月１日以降製造分は「特定保守製品」です。
製造年月日の早い製品から出荷をお願いします。

０９０４０１
製造年月日

２．既販品への対応

法の施工前に製造された製品については、法律による点検義務はありませ
んが、お客様からご依頼があれば、法に準じた点検を有料にてお受け致し
ます。

浴室換気乾燥機

１．点検受付窓口

２．対象機種

2009年3月31日以前に製造された製品。
対象型式の確認はホームページにて検索できます。

２００９年４月１日よりホームページ運用開始予定

３．点検料金

点検料金＝技術料＋出張料＋交通費＋その他経費（修理交換部品代等）

特定保守製品

高須産業株式会社

BF-512SR

正面
側面

4．既販品の販売



３．ホームページによる案内についてホームページによる案内について

対応２００９年４月１日より

下記内容を案内予定
１．改正消費生活用製品安全法の概要説明
２．特定保守製品における所有者様の役割と登録までのステップ
３．特定保守製品における取引事業者様の役割説明
４．点検対象製品一覧
５．既販品（2009年3月31日以前に生産した商品）一覧
６．長期使用製品安全点検制度についての説明
７．もっと詳しく知りたい方は、

経済産業省のホームページ
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html




